
た
。
た

x
こ
-
A

で
注
意
ナ
べ
き
は
公
の
長
崎
入
港
数
は
制
限
せ
ら
れ

た
け
れ
ど
も
、

と
れ
以
後
は
中
園
の
密
貰
船
の
渡
航
は
相
蛍
増
加
し

た
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
。

先
に
述
べ
た
や
う
に
、
日
本
の
銅
の
輸
出
制
限
は
直
ち
に
中
闘
の

銅
債
に
影
響
し
た
。
と
の
や
う

K
日
清
貿
易
は
日
清
南
園
の
祉
曾
を

連
絡
ナ
る
重
要
な
紐
帯
で
あ
フ
た
。
函
敵
人
と
の
貿
易
が
中
園
祉
曾

に
大
き
な
影
響
を
興
へ
た
と
す
れ
ば
、
長
崎
と
は
五
六
日
の
航
程
に

ナ
ぎ
ぬ
中
園
と
の
貿
易
が
雨
園
社
舎
に
相
互

K
影
響
し
ム
ロ
は
ぬ
筈
は

-
な
い
で
あ
ら
う
。

中
園
祉
禽
の
護
展
に
長
崎
貿
易
が
相
嘗
重
要
な
役

割
を
演
じ
た
ζ

と
を
み
と
む
べ
き
で
あ
る
と
共
K
、
近
世
日
本
の
護

展
に
も
長
崎
貿
易
が
色
々
の
方
面
で
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
ゐ
た
こ

と
を
再
確
認
す
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
金
銀
移
動
の
賓
誼
的
研
究

は
な
ほ
今
後
の
研
究
を
侠
た
・
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、

と
与
で
は
日
清

雨
園
祉
舎
の
推
移
襲
遷
を
考
へ
る
場
合
に
は
、
常
に
長
崎
k
hs
け
る

雨
園
の
文
化
的
経
済
的
乃
至
は
政
治
的
な
接
燭
に
留
意
ナ
べ
き
で
あ

る
こ
と
を
強
調
し
て
欄
筆
ナ
る
。
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康
照
五
十
四
年
に
か
け
る
信
牌
問
題
に
は
、
福
建
出
身
の
荘
運
卿

等
と
漸
江
の
商
人
胡
雲
客
等
と
の
聞
に
、
地
域
的
な
利
害
関
係
の
樹
立
が
あ

っ
た
こ
と
が
、
山
脇
悌
二
郎
氏
の
「
近
世
日
支
貿
易
に
か
け
る
一
幅
州
商
人
の

波
落
」
(
東
方
皐
十
二
)
に
見
ゆ
。
腕
稿
後
気
づ
い
た
の
で
附
記
し
て
必
く
。

参
照
せ
ら
れ
た
い
。
昭
和
三
十
三
年

一
月
十
八
日
稿
了
。

薙
正
二
年
の
緒
紳
・
中
極
金
書
(
そ
の
一
)
。

我
々
が
薙
正
時
代
史
研
究
に
浮
身
を
や
っ
し
て
い
る
と
、
天

も
と
れ
を
偶
ん
で
か
、
奇
蹟
珍
い
た
こ
と
が
よ
く
起
る
。
今
度

の
潅
正
二
年
の
「
鯖
紳
全
書
」
と
「
中
植
全
書
」
の
出
現
の
如

き
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
清
朝
の
文
武
官
員
名
簿
と
も
言
う
べ

き
右
の
二
書
は
、
歩
っ
と
時
代
の
下
っ
た
清
末
光
緒
頃
の
も
の

な
ら
ば
い
く
ら
も
見
受
け
る
が
、
乾
隆
以
前
に
も
な
る
と
殆
ん

と
稀
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
我
々
が
丁
度
欲
し
て
い
る
薙
正
年
間

の
も
の
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
衛
家
の
陽
明
文
庫

が
長
い
間
京
都
大
撃
に
寄
託
さ
れ
て
い
て
、
大
戦
前
に
新
館
が

嵯
峨
野
に
で
き
て
移
轄
ナ
る
際
、
一
部
を
京
大
に
寄
贈
さ
れ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
右
の
二
書
が
含
ま
れ
て
い
た
の
を
、

ζ

れ
迄
誰
も
気
付
か
・
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
偶
然
、
中
園
文
皐
の

小
川
教
授
に
よ
っ
て
護
見
さ
れ
た
わ
け
で
、
我
々
は
こ
れ
を
見

て
驚
喜
し
、
額
に
手
し
て
慶
賀
し
た
次
第
で
あ
る
。

鯖
紳
全
書
は
縦
廿
五
糎
八
、
横
十
七
糎
一
二
、
表
紙
に

文
陸
閤
精
紳
全
世
一
国
間
何
軒

と
あ
り
、
見
返
し
の
右
欄
に

増
補
加
級
騨
遁
土
産
程
途
及
地
方
衝
僻
進
展
'
額
数

と
あ
り
、
中
央
欄
に
書
名
が
あ
り
、
左
欄
に
は

九
新
選
補
官
爵

祈

持

京

都

西

河

沿

九

間

棲

封

門

台

競

旗

分

籍

貫

速

頒

以

便

刊

刻

護

免

と
あ
り
、
次
に
序
文
が
あ
っ
て
、
首
時
精
紳
全
書
は
坊
聞
に
行

わ
る
お
も
の
四
五
種
を
下
ら
ぬ
が
、
本
書
が
最
も
正
確
だ
と
誇

り
最
後
に
次
の
諮
で
結
ぶ
。

大
情
薙
正
突
卯
年
二
月
中
和
後
五
日

- 69ー

師

済

堂

主

人

己



斜。

全
書
巻
三

O
考
康
教
官
、
薙
正
二
年
の
議
准
に
よ
り
、
摘
納
の
行
わ
れ
た

ζ

と
を
知
る
。

倒
皇
朝
通
志
巻
七
三
、
選
穆
略
二
、
落
正
十
三
年
四
月
上
識

山
間
珠
批
詠
旨
、
内
閣
総
部
侍
郎
審
理
江
西
巡
撫
印
務
張
畑
一麟
、
薙
正
七
年
正

月
二
十
九
日
奏
摺

制
右
話
、
加
布
政
使
幅
制
審
理
江
蘇
巡
撫
印
務
陳
時
夏
、
来
正
四
年
十
二
月
初

四
日
奏
摺

山
間
右
中
昔
、
審
理
山
東
巡
撫
印
務
侍
郎
塞
傍
額
、
疑
正
五
年
二
月
初
十
日
奏
摺

糊
皇
制
通
考
径
六
一
、
選
翠

一
五
考
謀
、
乾
隆
十
九
年
上
議

側
珠
批
論
旨
、
内
閣
陸
部
侍
郎
署
理
江
西
巡
撫
印
務
張
坦
麟
、
薙
正
七
年
正

月
二
十
九
日
奏
摺
及
び

ω仰
に
よ
る
と
改
品
献
を
申
請
す
る
者
は
巡
撫
で
あ

る
こ
と
を
師
納
的
に
知
る
。

制
刷
聞
に
同
じ

倒
岩
見
宏
氏
「
薙
正
時
代
の
公
授
に
闘
す
る
一
考
察
」
東
洋
史
研
究
一
五

/

凶
(
頁
四
五
八
、
頁
四
六
二
)

帥
砥
批
詠
旨
、
河
南
総
督
問
文
鋭
拙
端
正
六
年
二
月
三
日
奏
摺

制

「
確
正
四
年
定
め
て
、
各
省
の
祭
道
を
一
体
に
改
め
て
準
院
と
馬
ナ
」
と

あ
り
、
(
大
品川
曾
胤
(
功
例
巻
三
六
六
、
礎
部
摩
枚
、
祭
校
設
官
)
ま
た
皇

朝
辺
志
を
六
九
、
験
官
略
「
曲
学
政
」
提
督
皐
政
の
下
の
割
註
に
も
「
閥
初

各
省
督
祭
道
を
設
け
(
中
的
)
薙
正
四
年
制
を
定
珍

τ各
省
腕
干
道
は
皆
な
改

め
て
察
院
と
信
用
ナ
」
と
あ
り
。

制
批
時
批
論
旨
、
印
刷
間
総
督
官
同
其
停
、

前哨
正
四
年
七
月
十
八
日
奏
摺
の
除
批

側
右
君
、
署
理
資
州
巡
撫
事
務
雲
南
巡
撫
沈
廷
正
確
正
六
年
八
月
二

十
六
日

奏
掃
の
珠
批

薙
正
二
年
の
繕
紳

・
中
橿
金
書
(
そ
の
二
)

さ
て
結
紳
全
書
の
方
は
京
官
、
外
官
を
含
み
上
下
二
冊
よ
り

成
っ
て
居
り
、
上
加
は
京
官
六
二
丁
、
外
官
六
七
丁
を
含
み
、

下
叩
は
山
東
省
に
始
ま
る
外
官

一
八
七
丁
を
含
む
。
そ
の
目
録

に

直

省

官

制

滅

漢

加

級

陸

選

年

月

儒

林

同

列

入

率

額

数

各

鯨

銀

糧

塩
課
税
謀

関

税

騨

姑

土

産
悉
登

皇
役
多
寡

地
方
繁
簡
備
載
無
遺

と
あ
り
、
移
の
方
が
千
字
文
も
ど
き
に
な
っ
て
い
る
の
も
俗
書

ら
し
く
て
面
白
い。

ζ

の
目
録
の
次
に

京
都
正
陽
門
外
西
河
沿
九
間
接
封
門
坐
北
朝
南
文
陸
閤
刊

刻
新
板
緒
紳
全
書
及
中
植
全
書
輔
政
全
書
鑓
刻
精
工
考
襲

詳
明
輿
衆
不
同
凡

満
漢
大
人
先
生
陸
選
後
新
持
名
競
籍
貫
下
頒

以
便
添
刻
賜
顧
者
詳
認
招
牌
便
是

と
あ
り
、

人
事
の
異
動
に
フ
き
、
た
え
デ
更
改
を
行
っ
た

の
で

あ
る
が
、
但
し
板
木
全
穫
を
造
り
か
え
る
の
は
大
へ
ん
で
あ
る

か
ら
部
分
的
に
埋
木
象
放
を
し
て
間
に
合
わ
ナ
の
で
あ
る
。

(
つ
や
ノく
)

外
任
儀
注

六
省
漕
米

程
途
亦
録
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審
し
て

円
た
こ
と
は
、
か
な
り
よ
く
知
ら
れ

て
い
た
こ
と
で
あ
っ

た
の

で
あ
る
。
ふ
る
く
は
、
江
西
の
ほ
か
一間
建

b
I
び
成
東
で
も
婦
女
四
国
紗

銀
の
微
娠
が
行
わ
れ
た
が

(『
清
一週
考
』

一
九
、
戸
口
考
二
、
乾
隆
十

一
年
に
、
婦
女
の
編
審
を
停
止
さ
れ
た
の
は
江
西
の
一
省
で
あ
る
(
同

斑
正
二
年
の
緒
紳

・
中

橿
金
書
(
そ
の
一
二
)

品郡
山欣
の
仕
方
は
例
え
は
第
一
枚
の
表
に
内
閣
大
皐
土

の
街
名

を
列
し
て
い
る
が
、
そ
の
第
三
行
に

武
英
般
献

h
y
p抑
制
戸
部
向
書
加
二
級
館
時
限
蝶
問
調

四
時
旗
入車一
〈
却
と
あ
る
よ
う
に
、
一
人
分
を
二
人
に
分
け
て、

而
も
共
通
に
使
え
る
文
字
は
そ
の
ま
ま
残
し
て
必
く
と
い
っ
た

風
な
窮
屈
な
も
の
す
ら
あ
る
。
姓
名
の
下
に
字
と
籍
貫
と
進
土

及
第
年
と
を
記
ナ
。

中
植
全
卦
一回
は
全
一
冊
、
前
書
と
同
大
で
、
一

三
四
丁
の
外
に
、

京
滅
也
捕
三
管
等
の
八
丁
を
含
む
。

見
返
し
の
右
欄
に

「按
月

刊
補
」
と
あ
り
、
中
欄
は
書
名
で
、
右
欄
に
は
「
金
鑑
祷
梓
行
」

と
あ
り
、
護
行
所
が
異
っ
て
い
る
よ
う
K
も
見
え
る
が
、
但
し

表
紙
に
は
文
陸
閣
と
あ
る
。
恐
ら
く
文
陸
閣
が
金
鑑
粛
の
版
木

を
譲
り
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
表
紙
に
は
雨
書
と
も

「薙
正
甲
辰
冬
季
」
と
あ
れ
ば
、
季
毎
に
改
版
し
た
か
と
思
わ

れ
る
が
、
今
こ
こ
に
、
「
按
月
刊
補
」
と
あ
る
を
見
れ
は
ま
た
、

上
及
び
『
貫
録
』
)
。
薙
正
時
代

に
も
、
江
西
省
の
み
が
婦
女
丁

口
を
含

ん
で
い
た
た
め
に

F
一A
数
値
が
異
常
に
下
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

が
な
け
れ
ば
蛍
然
、
湖
南
省
に
つ
ぐ
倣
値
を
も
ち
え
た
ζ

と
で
あ
ろ
う
。

毎
月
改
版
し
た
よ
う
に
も
取
れ
、
何
れ
が
員
賞
か
分
ら
な
い
。

中
枢
全
書
で
面
白
い

の
は
武
官
の
俸
給
の
記
事
が
あ
る
こ
と

で
、
武
官
は

正
一
品
俸
銀
九
十
五
雨
八
銭
一
分
二
厘
薪
銀
一
百
四
十
四
爾

で
あ
る
が
、
但
し
武
官
に
は
勤
務
手
蛍
が
つ
く
。
例
え
ば
提
督

に
は提

督
支
一
品
俸
薪
外
歳
給
疏
英
樹
炭
銀
一
百
八
十
爾
心
紅
紙

張
銀
二
百
雨
案
衣
家
伏
銀
一
百
雨

と
あ
り
、
俸
薪
合
し
て
二
百
三
十
九
雨
な
る
に
封
し
て
手
首
は

四
百
八
十
南
に
上
フ
て
加
る
。

ζ

れ
を
文
官
の

一口聞
が
俸
銀
百

八
十
雨
だ
け
な
の
に
比

べ
て
格
段
の
相
違
で
る
る
。

武
官
優
先

は
ど
う
も
日
本
だ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

京
大
本
は
前
二
書
だ
け
で
、
序
文
の
庚
告
に
見
え
る
輔
政
全

書
が
見
嘗
ら
な
い
の
は
惜
し
ま
れ
る
。
更
に
第

一
冊
の
表
紙
貼

紙
に
よ
る
と

則
例
全
音
一
品
耕
一
融
制
姶
鰭

な
る
も
の
も
あ
っ
た
由
で
あ
る
。

-262ー

〔宮

崎
LJ  


